
 

 
市区町村職員と偽り、電話で医療費の還付手続き等を口実に、金融機関の口座番号や携

帯電話番号を聞き出そうとしたり、銀行のＡＴＭの操作を指示する事例が起きていますの

でご注意ください。  
 市区町村では、突然電話で口座番号や携帯電話番号をおたずねすることはありません。

また、銀行のＡＴＭで金銭の引き出し等をお願いすることもありません。  
 不審な電話に対しては、即答せず、所属、氏名を確認の上、お住まいの市区町村の後期

高齢者医療担当へお問い合わせください。   
 
  ＜記事内容に関する問い合わせ＞神奈川県後期高齢者医療広域連合 総務課総務係  
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